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広
島
県
議
会
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員
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請
負
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
規
程 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
広
島
県
議
会
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と
い
う
。
）
が
広
島
県
に
対
し
請
負
（
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
請
負
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
す
る
者
又
は
そ
の
支
配
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
請
負
の
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
等
に
よ

り
、
請
負
の
状
況
の
透
明
性
を
確
保
し
、
も
っ
て
議
会
の
運
営
の
公
正
及
び
事
務
の
執
行
の
適
正
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
報
告
） 

第
二
条 

議
員
は
、
毎
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
（
当
該
期
間
内
に
任
期
満
了
又
は
議
会

の
解
散
に
よ
る
任
期
終
了
に
よ
り
議
員
で
な
い
期
間
が
あ
る
者
で
当
該
任
期
満
了
又
は
議
会
の
解
散
に

よ
る
選
挙
に
よ
り
再
び
議
員
と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
再
び
議
員
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
）
に
、
当
該
六
月
三
十
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
（
議
員

で
あ
る
期
間
に
限
る
。
第
一
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
広
島
県
に
対
す
る
請
負
（
当
該
前
会

計
年
度
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
議
長
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

請
負
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

請
負
の
対
象
と
す
る
役
務
、
物
件
等 

ロ 

契
約
締
結
日 

ハ 

契
約
金
額
（
契
約
金
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
請
負
に
限
る
。
） 

ニ 

当
該
六
月
三
十
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
に
お
い
て
支
払
を
受
け
た
総
額 

二 

前
号
ニ
に
掲
げ
る
総
額
の
合
計
額 

２ 

議
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
に
、
当
該
訂
正
の
内

容
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
報
告
の
公
表
） 

第
三
条 

議
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
が
あ
っ
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
訂
正
後
の
報
告
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
報
告
等
の
保
存
及
び
閲
覧
等) 

第
四
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
訂
正
は
、
議
長
に
お
い
て
、
当
該
報
告
を
す
べ
き
期
限
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
議
長
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
報
告
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
委
任
） 



第
五
条 

こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
会
計
年
度
に
お
け

る
請
負
か
ら
適
用
す
る
。 


